
（資料４）

施設内の必要な修繕

玄関マットの賃借

設備保守点検等業務一覧表

修繕費

敷地内の緑地管理

エレベーターの保守点検

自動ドアの保守点検

可燃物の収集(週2回)

不燃ゴミの収集(年2回)

建築基準法に基く設備の点検(毎年)

建築基準法に基く建築物の点検(3年に1回)

トイレ設備の消臭剤

施設内の害虫駆除

不燃ゴミ収集運搬

建築基準法第12条点検(設備)

建築基準法第12条点検(建築)

玄関マットの賃借

消耗品(トイレ消臭剤)

害虫駆除

項目 内容

除草及び樹木保守管理

エレベーターの保守管理

自動ドア保守管理

可燃ゴミ収集運搬


